
昭
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十
六
年
五
月
二
十
三
日
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（
質
問
の 

一
七
） 

答

弁

第

一

七

号 
   

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
公
共
事
業
の
土
地
収
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 

内
閣
衆
質
三
八
第
一
七
号 

昭
和
三
十
六
年
五
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

池 

田 

勇 

人 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
公
共
事
業
の
土
地
収
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

大
宮
都
市
計
画
街
路
事
業
の
実
施
に
あ
た
つ
て
は
、
関
係
者
と
の
十
分
な
協
議
を
進
め
た
結
果
、
栗
原
利
男
氏

以
外
の
関
係
者
と
は
円
満
に
協
議
が
成
立
し
、
本
事
業
は
栗
原
氏
所
有
の
土
地
に
係
る
部
分
を
除
き
、
す
で
に
昭

和
三
十
四
年
度
当
初
に
一
応
の
完
成
を
み
て
い
る
が
、
道
路
の
一
部
に
あ
た
る
栗
原
氏
の
土
地
が
取
得
で
き
な
い

た
め
、
以
後
二
年
余
り
道
路
は
十
分
な
利
用
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
。 

起
業
者
で
あ
る
埼
玉
県
知
事
は
、
栗
原
氏
に
対
し
て
昭
和
三
十
年
以
来
過
去
十
数
回
に
わ
た
り
交
渉
を
重
ね
た

が
、
協
議
が
成
立
せ
ず
、
次
い
で
昭
和
三
十
五
年
九
月
に
な
さ
れ
た
土
地
収
用
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
協
議

も
成
立
し
な
か
つ
た
の
で
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
都
市
計
画
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
建
設
大
臣
に
対
し
土

地
収
用
の
裁
定
を
求
め
、
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
建
設
大
臣
に
よ
り
収
用
す
べ
き
土
地
の
区
域
及
び
収
用
の
時
期

に
つ
い
て
土
地
収
用
の
裁
定
が
な
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和
三
十
六
年
三
月
埼
玉
県
収
用
委
員
会
に
よ
る
損
失
の
補
償

の
裁
決
が
な
さ
れ
た
。
栗
原
氏
が
補
償
金
の
受
領
を
拒
否
し
た
た
め
、
昭
和
三
十
六
年
三
月
十
四
日
起
業
者
は
補 



償
金
を
供
託
し
、
他
方
栗
原
氏
は
収
用
の
時
期
ま
で
に
建
物
等
を
移
転
す
べ
き
義
務
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
栗
原

氏
は
こ
の
移
転
義
務
を
履
行
せ
ず
、
起
業
者
の
移
転
の
要
請
に
も
応
じ
な
い
た
め
、
埼
玉
県
知
事
は
こ
れ
以
上
事

業
の
実
施
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
は
公
益
上
著
し
い
支
障
を
き
た
す
と
の
判
断
か
ら
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
十
九
日

代
執
行
手
続
に
入
い
つ
た
。
代
執
行
は
昭
和
三
十
六
年
五
月
十
五
日
に
着
手
さ
れ
、
現
在
家
屋
等
の
移
転
を
行
な

つ
て
い
る
が
、
そ
の
執
行
に
当
つ
て
は
、
栗
原
氏
の
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
慎
重
の
う
え
に
も
慎

重
な
態
度
で
臨
み
、
仮
住
居
の
た
め
に
公
営
住
宅
の
提
供
を
申
し
出
た
ほ
か
、
家
財
等
も
毀
損
し
な
い
よ
う
執
行

責
任
者
に
お
い
て
慎
重
に
保
管
し
て
い
る
。
ま
た
、
代
執
行
が
公
正
妥
当
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
第
三
者
と
し
て
の

大
宮
市
吏
員
の
立
会
を
求
め
る
等
種
々
配
慮
し
て
お
り
、
本
件
収
用
及
び
代
執
行
と
も
、
そ
の
手
続
、
要
件
に
お

い
て
適
法
か
つ
妥
当
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




